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○
金
融
庁
告
示
第
八
十
号

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
資
産

等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金
融
庁

告
示
第
二
十
号
）
第
二
条
の
二
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
が
別
に
指
定
す
る
銀
行
持
株
会

社
及
び
そ
の
子
会
社
等
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
比
率
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
四
日

金
融
庁
長
官

森

信
親

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る

資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
第
二
条
の

二
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
が
別
に
指
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社

等
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
比
率

（
金
融
安
定
理
事
会
に
よ
る
合
意
を
勘
案
し
た
国
際
的
な
金
融
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
、
金
融
庁
長
官
が

別
に
指
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
）
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第
一
条

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
保
有
す

る
資
産
等
に
照
ら
し
そ
れ
ら
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
「
持

株
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
指
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の

子
会
社
等
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
と
し
、
持
株
告
示
第
二
条
の
二
第
五
項
第
一
号
に

規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
比
率
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
い
て
当
該

各
号
に
掲
げ
る
比
率
と
す
る
。

一

株
式
会
社
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ

一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

二

株
式
会
社
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

三

株
式
会
社
三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

（
我
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
そ
の
業
務
の
状
況
等
を
勘
案
し
た
重
要
性
に
鑑
み
、
金
融
庁
長
官
が
別
に
指
定
す
る

銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
）

第
二
条

持
株
告
示
第
二
条
の
二
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
指
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
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社
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
と
し
、
持
株
告
示
第
二
条
の
二
第
五
項
第
二
号
に
規
定

す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
比
率
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
い
て
当
該
各
号

に
掲
げ
る
比
率
と
す
る
。

一

株
式
会
社
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ

一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

二

株
式
会
社
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

三

株
式
会
社
三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

四

三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

附

則

（
適
用
時
期
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
告
示
の
適
用
の
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

こ
の
告
示
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
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の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

適
用
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

掲
げ
る
比
率

掲
げ
る
比
率
に
百
分
の
二
十
五
を
乗

じ
て
得
た
比
率

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る

掲
げ
る
比
率

掲
げ
る
比
率
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ

日
ま
で
の
期
間

て
得
た
比
率

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日

掲
げ
る
比
率

掲
げ
る
比
率
に
百
分
の
七
十
五
を
乗

ま
で
の
期
間

じ
て
得
た
比
率


